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次  第 

令和５年第１２回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

                   令和５年１２月２２日（金） 

                     午後２時３０分開議 委員室 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）本庄市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則（議案第６６号） 

（２）令和６年度学校給食運営計画について（議案第６７号） 

（３）本庄市学校医の委嘱について（議案第６８号） 

５．教育長の報告 

６．その他 

７．閉 会 



 

配付資料 

・「令和５年第１２回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「令和５年第１２回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「本庄市立小・中学校管理規則新旧対照表」 

・「別紙 令和６年度学校給食運営計画（案）」 

・「教育長の報告 行動記録」 

・「令和５年本庄市議会 第４回定例会 一般質問通告一覧表」 

・「令和５年本庄市議会 第４回零例会 一般質問の概要」 

・「第６４回市民元旦マラソンを開催します」 

・「第２６回本庄こだま千本桜マラソン大会」 

主 管 課 教育総務課 

会 議 の 経 過 

教 育 長 ただいまから、令和５年第１２回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等は、ござ

いませんでしたので、承認されております。 

教 育 長 続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。 

本日は、今井委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案３件でございます。 

それでは議案第６６号について、事務局から説明を求めます。 

武藤学校教

育課長補佐 

議案第６６号本庄市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について

ご説明いたします。議案書１ページと、併せて議案関係資料、本庄市立小・

中学校管理規則新旧対照表をご覧ください。 

まず、提案理由からご説明いたします。 

本議案は、本庄市立小・中学校管理規則について、所要の改正をしたいの

で、この提案を提出するものでございます。 

それでは、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立小・中学校管理規則の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第６号中「翌年１月６日まで」を「翌年１月７日まで」に改

める。 

詳しくは別紙、本庄市立小・中学校管理規則新旧対照表、１ページをご覧

ください。左側が改正前、右側が改正後となっております。 

改正の内容は、第３条第６号、冬季休業日が１２月２５日から翌年１月６

日までとなっていたものを、翌年１月７日までと改正し、冬季休業日を１日

延長するものでございます。 



冬季休業日につきましてはこれまで、平成２８年に規則改正を行い、授業

時数を確保することを目的として１日短縮しているところでございました

が、勤務開始日の１月４日から３学期が開始する１月７日まで、曜日の関係

で１日しか出勤できず、児童生徒を迎えるための準備が十分にできない年が

あるため、冬季休業日を１日延長したいと考えております。 

また、今年８月に、中央教育審議会より「教師を取り巻く環境整備につい

て緊急的に取り組むべき施策（提言）」が出されました。 

ここでは、災害や感染症による学級閉鎖等の不測の事態に備えることのみ

を過剰に意識して標準授業時数を大幅に上回って教育課程を編成する必要

はないこと、全ての学校において、授業時数について点検した上で、令和６

年度以降の教育課程の編成に臨むことについての提言がありました。 

以上の点から検討したところ、冬季休業日が１日増えても授業時数が不足

する影響がないため、児童生徒に対してよりよい教育を行うことができるよ

う、冬季休業日を１日延長したいと考えました。 

以上で、議案第６６号についての説明を終わります。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑ございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第６６号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第６６号「本庄市立小・中学校管理規則の一

部を改正する規則」については、承認することに決定いたしました。 

次に、議案第６７号について、事務局から説明を求めます。 

新井教育総

務課長 

議案第６７号令和６年度学校給食運営計画につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

お手元の議案書２ページ、議案関係資料１ページ、別紙の令和６年度学校

給食運営計画（案）をお願いします。 

はじめに提案理由ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

１条第１１号の規定により、学校給食運営計画を策定したいので、この案を

提出するものでございます。 

次に、議案内容についてですが、令和６年度学校給食運営計画を別紙のと

おり策定するものでございます。 

それでは、別紙、令和６年度学校給食運営計画（案）をお願いします。 

学校給食運営計画は、趣旨、重点的な取組、学校給食運営基準、学校給食

運営計画の変更の４つの大項目により、児玉地域の学校給食の運営について

定めるものでございます。 

１ページ、１．趣旨でございますが、この運営計画は、令和６年度児玉地

域の小中学校における学校給食の運営について定めるものでございます。 

２．重点的な取組でございますが、（１）から（７）の７項目について定め



ております。 

（１）ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の徹底ですが、安全安心

な学校給食の提供には、衛生管理の徹底が必須であるため、関係するマニュ

アルの遵守や調理員の衛生意識の向上を図ります。 

（２）給食食材の安全の確保と地産地消の推進ですが、新鮮な地場産野菜

を積極的に使用し、令和６年度もさらに地産地消を推進してまいります。 

放射能検査は、引き続き学期に１回実施します。 

（３）ではアレルギー対応給食の充実、（４）では情報発信の充実、（５）

では給食完食の推進、（６）では学校給食費の未納防止、（７）では危機管理

体制の見直しを定めております。 

 ２ページをお願いします。 

３．学校給食運営基準でございます。 

（１）では稼動可能日数及び年間給食日数、（２）では学校給食費実費徴収

金について定めております。 

はじめに（１）稼動可能日数ですが、令和６年度は１９５日で、各学期、

月別の稼働日数は記載のとおりです。 

また、年間給食日数ですが、学校行事等で給食を提供しない除外日を６日

間設定し、稼働日数１９５日から差し引いた年間給食日数の上限は１８９日

となります。この日数は、本庄上里学校給食センターと同じでございます。 

次に（２）学校給食費実費徴収金でございます。 

①年額給食費と月額給食費ですが、小学校の年額給食費は、２学年から６

学年が４７，１５０円、１学年は４６，４１５円、中学校の年額給食費は、

１学年と２学年が５５，０７０円、３学年は５２，７５０円で、令和５年度

と同額でございます。 

続いて３ページをお願いします。 

②牛乳のみ飲用する場合の給食費の特例ですが、食物アレルギーや宗教上

の理由により弁当を持参し、牛乳のみを飲用する場合の月額給食費を定めて

おります。金額は記載のとおりです。 

３ページの表では、給食の納入期限、期別の給食費を記載しております。 

なお、牛乳単価は、毎年３月中旬頃に決定するため、現時点では令和５年

度の単価で作成しております。単価が決まりましたら、改めてご報告いたし

ます。 

次に４ページをお願いします。 

③日割計算と日額給食費ですが、転入転出や長期欠席、教育実習生等に対

応する給食費で、小学校は日額２４５円、中学校は日額２９０円とするもの

です。 

④は、牛乳のみ飲用の日額給食費の特例、⑤はアレルギー対応によりパン・

麺の提供を受けない者の給食費、⑥は転校による給食費納入、⑦は学級及び

学校閉鎖時の取扱いを定めております。 

最後に４．学校給食運営計画の変更についてですが、給食費、給食日数等、



この計画の根幹となる事項を変更する場合は、その都度教育委員会で協議す

ることを定めております。 

本運営計画につきましては、１２月１８日開催の児玉地域学校給食運営委

員会において、各学校長、栄養教諭や養護教諭、各学校のＰＴＡ会長の皆様

によりご協議をいただき、案としてまとめております。 

なお、本庄上里学校給食組合の令和６年度学校給食運営計画につきまして

は、後日配布させていただく予定です。 

説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑ございませんか。 

高 橋 委 員 先ほどの議案第６６号で、冬休みを１日延長するとして、つまり１月７日

までとするということで、給食の計画では、給食運営計画案の２ページでは、

第３学期が１月９日からとなっていますが、これは、この教育委員会で、１

日延長するという議案ができる前に作成したからなのでしょうか。 

１月９日（木）から始業儀式の次の日から給食を提供すると認識したので

すが、これには、１月７日までの休暇のことを考えてのことなのでしょうか

という疑問を思ったものですから。 

新井教育総

務課長 

はい。この案には、冬休みの改正については盛り込んではおりません。 

高 橋 委 員 盛り込んでいないけど、この案の日にちとなっているということですね。 

教 育 長 補足となるのですが、給食センターの方も、稼働日そのものを狭めていき

たいといった意図があるようです。 

高 橋 委 員 働き方改革とかですかね。 

教 育 長 それもあるようですが、どうしても１校だけの給食提供ということもある

ので、１校だけのために給食センターを稼働させるというのもどうなのかと

いうこともあり、学校は１日提供日が減ってしまうのですが、このようなこ

とも含めて、今回、センターでは１日、稼働日を減らしていく方向にすると

いうことです。 

高 橋 委 員 重ねての質問になってしまいますが、上里町の教育委員会も１日冬休みを

延長するという方針なのでしょうか。 

教 育 長 そもそも上里町は変更していなかったので、１日減らしておりませんでし

た。 

また、補足となりますが、上里町は夏休みを今年から３日延長したのです

が、年間給食日数は１９０日で本庄市と変わりはないということで調整をし

ています。 

上里町とは学期の始まりに微妙な差異があるのですが、少なくとも３学期

の始まりの１月７日までの休みというのは、本庄市は元に戻すということで

ございます。 

新井教育総

務課長 

補足させていただきます。先ほど明確にお答えできなくてすみませんでし

た。 



この計画案は、実際の学期の開始日を記載させていただいているのではな

く、１月９日から実際に給食の提供、稼働が可能になる日の表記ということ

ですので、ご理解いただければと思います。 

高 橋 委 員 重ねてお聞きしますが、そうしますと昨年の年間給食日数は何日でした

か。 

新井教育総

務課長 

１９０日です。１日少ないです。 

高 橋 委 員 少ないのですよね、すると、数字の整合性が取れないような気がします。 

些末なことなのですが、議案として出すからには整合性を取った方がよろ

しいかと思いまして、提案でございます。 

教 育 長 他にございますか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第６７号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第６７号「令和６年度学校給食運営計画につ

いて」は、承認することに決定いたしました。 

続いて、議案第６８号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第６８号本庄市学校医の委嘱についてご説明いたします。 

議案書の３ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料２ペー

ジの本庄市立小・中学校管理規則をご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本庄市立旭小・北泉小・中央小・秋平小・及び本庄南中学校学校医の春山

茂之氏が令和６年３月３１日をもって辞任するため、本庄市立小・中学校管

理規則第１４条の５の規定により本庄市学校医を委嘱したいので、この案を

提出するものでございます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市学校医を次のとおり委嘱する。敬称は略させていただきます。 

まず、１氏名等でございますが、新任の春山陽太郎、担当学校、生年月日、

住所につきましては、記載のとおりでございます。 

次に、２委嘱日でございますが、令和６年４月１日でございます。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑ございませんか。 

落 合 委 員 診察科目は何でしょうか。 

岡芹学校教

育課長 

眼科です。 

落 合 委 員 分かりました。 

教 育 長 他に質疑ございますか。 

教 育 委 員 質疑なし 



教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第６７号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第６７号「本庄市学校医の委嘱について」は、

承認することに決定いたしました。 

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。 

行動記録をご覧ください。 

１１月２８日以降の行動記録について、別紙のとおり報告させていただき

ます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

１１月２９日、市内校長会を開催し、３学期や年度末の学校経営等につい

て指示しました。 

１２月１０日、本庄商工会議所において「税に関する絵はがきコンクール」

表彰式があり、郡市内の小学校６年生６０名ほどが表彰を受けました。 

１２月１６日には、セルディにて塙保己一賞授賞式が行われました。 

その後、記念公演として子供たちによる群読劇「塙保己一物語」が上演さ

れました。 

１９日には本庄上里学校給食組合議会臨時会が開催され、人事案件と令和

５年度本庄上里学校給食組合一般会計補正予算の２件について慎重審議さ

れ原案の通り可決されました。 

以上です。 

次に、議事日程６のその他へ移ります。事務局から何かありますか。 

笠原教育委

員会事務局

長 

私からは、３点ご報告がございます。 

まず１点目ですが、市議会第４回定例会における一般質問について、ご報

告いたします。 

お手元の資料、一般質問通告一覧表及び一般質問の概要をお願いします。 

はじめに日程ですが、９月１４日（木）、１５日（金）、１９日（火）の３

日間で、質問者は１５人です。 

この内、教育委員会関係では、一覧表表面の代表質問３問、裏面の希望質

問４問で合計７問でございました。 

答弁の概要ですが、別紙のとおりでございます。後ほど、ご確認をお願い

いたします。 

次に教育委員会委員について、ご報告いたします。 

現在、教育委員会委員の高橋公男氏ですが、令和６年２月１７日を以て任

期満了により、退任することとなり、市議会第４回定例会において、後任委

員が議会承認となりました。 

後任委員は、医師会から推薦されました、医師会副会長の清水由起夫氏で

ございます。 

高橋委員におかれましては、来月の第１回定例会、２月の第２回定例会ま

でお世話になります。どうぞ変わらぬご指導をお願いいたします。 



次に、児玉総合公園体育館エコーピアのネーミングライツパートナーにつ

いてご報告いたします。 

エコーピアのネーミングライツパートナーについては、高橋ソース株式会

社でございます。 

愛称は、タカハシソースエコーピアで、契約期間は令和６年２月１日から

令和９年１月３１日、ネーミングライツ料は税抜きで年額８０万円でござい

ます。 

説明は、以上でございます。 

新井教育総

務課長 

教育総務課からは、２件、報告事項がございます。 

１件目は、令和６年第１回定例会の日程です。 

総合教育会議が令和６年１月２６日（金）午後１時３０分から開催予定の

ため、日程を揃えさせていただき、１月２６日（金）午後３時からカミケン

シルクドーム会議室Ｂで開催します。 

２件目は、２月の教育委員会の日程です。 

第２回定例会の日程は、２月９日（金）午後２時３０分から、場所は、市

役所委員室で予定させていただきたいと思います。 

２月定例会では、市議会第１回定例会に提案予定の予算についてご審議を

いただく予定のため、議会日程の都合により、通常月より前倒しでの開催と

なりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

また、２月は、教職員人事内申の関係で、臨時会開催の必要があるため、

第１回臨時会を２月２２日（木）午後２時３０分から委員室で予定させてい

ただきたいと考えております。 

教育総務課は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

新井スポー

ツ推進課長

補佐 

スポーツ推進課からは、２件のイベント開催のご案内でございます。 

まず、第６４回市民元旦マラソンのご案内でございます。お手元に配布し

ました、タイトルが「第６４回市民元旦マラソンを開催します」というＡ４

版の資料をご覧いただきたいと思います。 

恒例となっております、元日の朝、本庄総合公園内の特設コースを走るも

ので、距離は２キロでタイム計測や表彰はございません。 

受付を午前７時３０分から行い、役員の案内に従い速やかにスタートを切

っていただき、ゴール後に参加賞と完走証をお渡しするものとなります。 

前回と同様に大勢の皆様のご参加を期待しております。 

次に、「第２６回本庄こだま千本桜マラソン大会」のご案内です。お手元に

配布しましたＡ４版のリーレットをご覧いただきたいと思います。 

当該マラソン大会は、前回まで「本庄早稲田の杜クロスカントリー＆ハー

フマラソン大会」の名称で実施していたものでございます。 

早稲田大学の敷地内の樹木が昨年６月の降雹の被害及び松くい虫等の食

害被害により倒木の危険性があるとのことで、クロスカントリーのコースが

設定できなくなり、名称を変更いたしました。 

開催日は、令和６年４月７日（日）で、スタート・ゴールは本庄総合公園




